
①「都市機能誘導区域」と

②「誘導施設」，

③「誘導策（支援策）」 を
合わせて定める（H28）

※居住誘導区域はH30

【参考】立地適正化計画の概要（国土交通省資料より）

誘導策（例）
・税制支援
・金融支援
・補助金
・都市計画の

規制緩和
・誘導区域外に立地
する場合の 事前届出
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考
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● 都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」は，計画と支援措置が

一体となった制度であり，「都市機能誘導区域」及び「誘導施設※1」を計画に

位置づけることにより，誘導区域内での「誘導施設」の整備等に対して，国が

創設した「税制・財政・金融などの支援措置」が受けられる。誘導区域外の

立地に対しては「事前届出」が必要となる。

※1 誘導施設（都市機能増進施設）

医療施設，福祉施設，商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は

利便のため必要な施設であって，都市機能の増進に著しく寄与するもの

（都市再生特別措置法第81条）

都市機能誘導区域と誘導施設の設定の意義


